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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第64期
第１四半期
連結累計期間

第65期
第１四半期
連結累計期間

第64期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（千円） 3,718,742 3,750,985 14,809,967

経常利益（千円） 205,937 123,528 1,013,592

四半期（当期）純利益（千円） 130,539 111,973 490,577

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
259,728 427,937 286,424

純資産額（千円） 17,623,295 17,869,346 17,545,735

総資産額（千円） 21,295,824 21,608,096 21,640,380

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
9.39 8.05 35.29

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 82.8 82.7 81.1

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州の財政・金融問題やその影響を受けた中国等新興諸国の経

済成長の鈍化、加えて中東情勢悪化に伴う原油価格の上昇など、先行きの不透明感は増幅しております。一方、わが

国経済は、東日本大震災の復興需要により、景気の一部に緩やかな回復の兆しが見られたものの、長期化するデフレ

や円高により、依然予断を許さない状況が続いております。

当社製品と関連の深い国内住宅関連産業では、新設住宅着工戸数は被災住宅の再建などを背景に持ち直しの動き

が見られ、また、自動車関連産業では、東日本大震災及びタイ大洪水からの復旧や新エコカー減税等による自動車販

売の好調もあり、堅調に推移いたしました。

このような状況の下、当社グループは、海外生産の増強、グローバル市場での販売拡大、国内住宅関連市場の占有

率拡大や非住宅関連市場の開拓などを目指し、戦略的な製品開発、生産、営業活動を展開いたしました。国内におけ

る売上は、住宅関連刃物、非住宅関連刃物ともに堅調に推移いたしました。一方、海外での売上は、アジア市場を中心

に合板用刃物などが増加したものの、金属切断用丸鋸が低調に推移し、また、欧州市場では木工用丸鋸などが低調に

推移いたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は37億５千万円（前年同期比0.9％増）となりました。

利益面につきましては、営業利益は２億３千万円（前年同期比8.4％減）となりました。また、急激な円高の影響

を受け為替差損を１億１千３百万円計上したことなどにより、経常利益は１億２千３百万円（前年同期比40.0％

減）、四半期純利益は１億１千１百万円（前年同期比14.2％減）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　日本

国内では住宅関連刃物、非住宅関連刃物ともに増加したものの、海外では金属切断用丸鋸などが減少したこ

となどにより、売上高は32億８千３百万円（前年同期比3.9％減）となり、営業利益は１億４千２百万円（前年

同期比33.3％減）となりました。

②　インドネシア

合板用刃物などが増加し、売上高は３億９千２百万円（前年同期比22.7％増）となりました。利益面ではス

トライキ終結に伴う工場稼働率の回復などにより、営業利益は１千１百万円（前年同期は４千万円の営業損

失）となりました。

③　米国

金属切断用丸鋸などが増加したものの、ダイヤ製品などが減少し、売上高は１億８千３百万円（前年同期比

7.0％減）となりました。利益面では経費削減などにより営業利益は３千万円（前年同期比52.1％増）となり

ました。

④　欧州

金属切断用丸鋸などが増加したものの、木工用丸鋸などが減少し、売上高は３億３千５百万円（前年同期比

8.4％減）、営業利益は４千万円（前年同期比4.0％減）となりました。

⑤　中国

製紙用刃物や木工用丸鋸などが増加し、売上高は３億４千１百万円（前年同期比10.3％増）となりました。

利益面では生産設備増強により売上原価が増加し、営業損失９百万円（前年同期は１千９百万円の営業利益）

となりました。

なお、セグメント別の売上高は、セグメント間の内部売上高を含めて記載しております。

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3) 研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は８千１百万円でありました。なお、当第１四半期連結累計

期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 39,000,000

計 39,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月９日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 14,310,000 14,310,000

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第二部

単元株式数

100株

計 14,310,000 14,310,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 14,310,000 － 2,142,500 － 2,167,890

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】　

　 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（注）１
普通株式 409,200 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他）（注）２ 普通株式 13,892,300 138,923同上

単元未満株式 普通株式 8,500 － －

発行済株式総数 　 14,310,000 － －

総株主の議決権 － 138,923 －

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式200株（議決権の数２個）が含まれて

おります。

②【自己株式等】

　 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

兼房株式会社
愛知県丹羽郡大口町中

小口一丁目１番地
409,200 － 409,200 2.86

計 － 409,200 － 409,200 2.86

 （注） 　当第１四半期会計期間末日現在の自己株式については、単元未満株式の買取により自己名義所有株式数が100株

増加して409,300株となっております。

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,828,698 3,239,486

受取手形及び売掛金 ※2
 4,126,453

※2
 4,148,034

商品及び製品 1,332,194 1,482,355

仕掛品 818,292 816,026

原材料及び貯蔵品 1,518,709 1,580,061

その他 562,581 748,386

貸倒引当金 △21,642 △33,500

流動資産合計 12,165,285 11,980,850

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,668,067 2,655,834

機械装置及び運搬具（純額） 3,164,956 3,391,605

その他（純額） 2,436,567 2,459,644

有形固定資産合計 8,269,590 8,507,084

無形固定資産 139,105 142,569

投資その他の資産 ※1
 1,066,398

※1
 977,592

固定資産合計 9,475,094 9,627,245

資産合計 21,640,380 21,608,096
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 1,838,097

※2
 1,676,223

未払法人税等 83,588 23,883

賞与引当金 336,086 101,788

その他 ※2
 1,120,415

※2
 1,264,903

流動負債合計 3,378,187 3,066,799

固定負債

退職給付引当金 483,590 466,485

その他 232,867 205,465

固定負債合計 716,457 671,950

負債合計 4,094,645 3,738,750

純資産の部

株主資本

資本金 2,142,500 2,142,500

資本剰余金 2,167,890 2,167,890

利益剰余金 13,871,930 13,879,648

自己株式 △208,420 △208,490

株主資本合計 17,973,900 17,981,547

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 195,931 133,145

為替換算調整勘定 △624,096 △245,346

その他の包括利益累計額合計 △428,164 △112,201

純資産合計 17,545,735 17,869,346

負債純資産合計 21,640,380 21,608,096
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 3,718,742 3,750,985

売上原価 2,453,152 2,484,704

売上総利益 1,265,589 1,266,280

販売費及び一般管理費 1,013,855 1,035,649

営業利益 251,733 230,630

営業外収益

受取利息 877 945

受取配当金 5,770 5,943

デリバティブ評価益 1,123 3,048

その他 6,090 4,526

営業外収益合計 13,861 14,464

営業外費用

売上割引 8,717 8,201

為替差損 50,884 113,306

その他 56 59

営業外費用合計 59,657 121,567

経常利益 205,937 123,528

特別利益

固定資産売却益 － 88

会員権売却益 176 －

特別利益合計 176 88

特別損失

固定資産除却損 1,699 1,788

特別損失合計 1,699 1,788

税金等調整前四半期純利益 204,414 121,828

法人税等 73,875 9,854

少数株主損益調整前四半期純利益 130,539 111,973

四半期純利益 130,539 111,973
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 130,539 111,973

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,789 △62,786

為替換算調整勘定 146,979 378,749

その他の包括利益合計 129,189 315,963

四半期包括利益 259,728 427,937

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 259,728 427,937

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【会計方針の変更】

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却方法の変更 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間

より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却方法に変更しております。

これにより、当第１四半期連結累計期間の減価償却費は1,559千円減少し、売上

総利益は917千円増加、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれ

ぞれ962千円増加しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前

当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

投資その他の資産 14,014千円 18,088千円

　

　

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形 105,983千円 92,408千円

支払手形 94,144 78,008

流動負債　その他（設備購入支払手形） 5,459 2,184
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

減価償却費 237,445千円 243,232千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日

定時株主総会
普通株式 104,255 7.50平成23年３月31日平成23年６月29日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日

定時株主総会
普通株式 104,255 7.50平成24年３月31日平成24年６月28日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

 
報告セグメント

日本 インドネシア 米国 欧州 中国 計

売上高   　  　  

外部顧客への売上高 2,743,820305,949 197,622 366,469 101,2863,715,147

セグメント間の内部売

上高又は振替高
673,217 13,964 － － 208,333 895,515

計 3,417,037319,914 197,622 366,469309,620　 4,610,663

セグメント利益又は損失

（△）
213,354△40,380 20,068 42,568 19,674 255,285

　 　　

 
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

  

　 　

売上高   　  　  

外部顧客への売上高 3,594 3,718,742 － 3,718,742 　 　

セグメント間の内部売

上高又は振替高
45 895,560△895,560 － 　 　

計 3,639 4,614,302△895,5603,718,742 　 　

セグメント利益又は損失

（△）
1,351 256,637 △4,903 251,733 　 　

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理店業務な

どであります。

　　　２．セグメント利益の調整額△4,903千円には、セグメント間取引消去△14,031千円、棚卸資産の調整額

3,123千円、その他6,005千円が含まれております。

　　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

 
報告セグメント

日本 インドネシア 米国 欧州 中国 計

売上高   　  　  

外部顧客への売上高 2,735,109356,008 183,746 335,614 136,9873,747,466

セグメント間の内部売

上高又は振替高
548,286 36,435 － － 204,378 789,100

計 3,283,396392,443 183,746 335,614341,365　 4,536,567

セグメント利益又は損失

（△）
142,395 11,881 30,524 40,853 △9,342 216,312

　 　　

 
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

  

　 　

売上高   　  　  

外部顧客への売上高 3,518 3,750,985 － 3,750,985 　 　

セグメント間の内部売

上高又は振替高
45 789,145△789,145 － 　 　

計 3,563 4,540,131△789,1453,750,985 　 　

セグメント利益又は損失

（△）
1,791 218,104 12,526 230,630 　 　

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理店業務な

どであります。

　　　２．セグメント利益の調整額12,526千円には、セグメント間取引消去25,474千円、棚卸資産の調整額△

13,002千円、その他55千円が含まれております。

　　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　４．減価償却方法の変更

　　　　　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日

以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しておりま

す。

　　　　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益が「日

本」で962千円増加しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 9円39銭 8円05銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 130,539 111,973

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 130,539 111,973

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,900 13,900

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

EDINET提出書類

兼房株式会社(E01437)

四半期報告書

16/17



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

   平成24年８月３日

兼房株式会社    

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 水野　信勝　　印

     

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 神野　敦生　　印

     
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている兼房株式会社の平

成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成24年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、兼房株式会社及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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